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操作マニュアル
【認定申請再編集方法】
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再生可能エネルギー電子申請ホームページ
にアクセスし、ログインを行います

1-1.認定申請再編集方法

[ログイン]をクリックします
ログイン画面へ進みます
※旧システムにてログインID・パスワードを付与されている方は、当該ログインID
・パスワードにて、本システムにログインできます

ログイン方法

※対応ブラウザ： Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari 
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発行済みのユーザ名、パスワードを入力します

1-1.認定申請再編集方法

ログイン方法

[ログインID](半角英数字)
[パスワード](半角英数字)
を入力します

１

[ログイン]をクリックします
マイページ画面が表示されます

２
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1-1.認定申請再編集方法
[ログイン]に成功するとマイページが表示されます
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マイページにログインしている状態で操作を行います

1-2.認定申請再編集方法

[認定申請一覧]をクリックします
認定申請一覧画面へ進みます

認定申請再編集手順 1
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マイページにログインしている状態で操作を行います

申請時に付与されている申請IDを
入力して[検索]をクリックします

※検索条件に何も入力せずに検索
ボタンをクリックすると、ご自身が申請を
している若しくは手続きをなされた設備
が全て表示されます。

認定申請再編集手順 2

1-2.認定申請再編集方法
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編集したい申請を選択して、参照ボタンをクリックします

[参照]をクリックします
「設置者承諾待ち」および「入力者編集中」の申請から編集したい申請の参
照ボタンをクリックします。

認定申請再編集手順 3

1-2.認定申請再編集方法
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設置者承諾待ちの申請の編集を行います。

[編集]をクリックします
表示画面の最下部に、
「編集」ボタンが表示され、再度編集が行えるようになります。
（注1）「設置者承諾待ち」以外の申請にはボタンは表示されません。

1-2.認定申請再編集方法

認定申請再編集手順 4
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編集ボタンを押すと、本当に編集していいのか確認メッセージが表示されます。

「はい」をクリックし、申請状態を入力者編集中
に戻して、編集画面に遷移します。
「はい」・「いいえ」の選択肢が表示されますので、編集す
る場合には「はい」を選択してください。

・「はい」を押下した時点で、入力者編集中になりますの
で、再申請が必要になります。

1-2.認定申請再編集方法

認定申請再編集手順 5
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「はい」を選択すると編集の画面へ遷移し、編集が可能になります。

1-2.認定申請再編集方法

認定申請再編集手順 6

「設置者承諾待ち」から「入力者編集中」に変更し、再
度申請を行った場合

・再度申請を進めて事業者に承諾していただく場合、再度事業者
様に「内容確認のお知らせ」が送信されます。
※過去に送付されたメールに記載された承諾コードは、使用でき
ません。
最新の「内容確認のお知らせ」の承諾コードを使用してください。

・承諾コードが再度送信されますので、新しく届く「内容確認のお
知らせ」に記載されている【承諾コード】を使用して承諾処理を行
ってください。

・再申請を行う場合は、それぞれの申請時と同じ手順となります。
各申請マニュアルをご参照ください。
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「いいえ」を選択すると、申請の詳細画面に戻ります。

1-2.認定申請再編集方法

認定申請再編集手順 7

「いいえ」をクリックし、申請の参照画面に戻りま
す。
申請状態は変更されません。



12

マイページにログインしている状態で操作を行います

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

[認定申請一覧]をクリックします
認定申請一覧画面へ進みます

認定申請再編集手順(みなし) 1



申請時に付与されている申請IDを
入力して[検索]をクリックします

※検索条件に何も入力せずに検索
ボタンをクリックすると、ご自身が申請を
している若しくは手続きをなされた設備
が全て表示されます。

13

マイページにログインしている状態で操作を行います
認定申請再編集手順(みなし) 2

1-3.認定申請再編集方法(みなし)
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編集したい申請を選択して、参照ボタンをクリックします
認定申請再編集手順(みなし) 3

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

[参照]をクリックします
「設置者承諾待ち」および「入力者編集中」の申請から編集したい申請の参
照ボタンをクリックします。
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設置者承諾待ちの申請の編集を行います。

[編集]をクリックします
表示画面の最下部に、
「編集」ボタンが表示され、再度編集が行えるようになります。
（注1）「設置者承諾済」以外のみなし申請にはボタンは表示されません。

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

認定申請再編集手順(みなし) 4
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編集ボタンを押すと、本当に編集していいのか確認メッセージが表示されます。

「はい」をクリックし、申請状態を入力者編集中
に戻して、編集画面に遷移します。
「はい」・「いいえ」の選択肢が表示されますので、編集す
る場合には「はい」を選択してください。

・「はい」を押下した時点で、入力者編集中になりますの
で、再申請が必要になります。

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

認定申請再編集手順(みなし) 5
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「はい」を選択すると編集の画面へ遷移し、編集が可能になります。

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

認定申請再編集手順(みなし) 6

「設置者承諾済」から「入力者編集中」に変更し、
再度申請を行った場合

・再申請を行う場合は、みなし認定用の事業計画登録と同じ手
順となります。
マニュアル（【5-1】みなし認定用の事業計画登録：太陽光
10kW未満.pdf、または【5-2】みなし認定用の事業計画登録
：太陽光10kW未満以外.pdf）をご参照ください。
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「いいえ」を選択すると、申請の詳細画面に戻ります。

1-3.認定申請再編集方法(みなし)

認定申請再編集手順(みなし) 7

「いいえ」をクリックし、申請の参照画面に戻りま
す。
申請状態は変更されません。
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「取り下げ」を行いたい場合は、下記の手順を進めて取り下げを行ってください。
取り下げ手順 1

1-4.認定申請取り下げ方法

編集画面に遷移した後、マイページボタン
をクリックして、トップページに遷移します。
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「取り下げ」を行いたい場合は、下記の手順を進めて取り下げを行ってください。
取り下げ手順 2

1-4.認定申請取り下げ方法

マイページから、認定申請一覧ボタンをクリ
ックして、申請一覧画面に移動します。
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「取り下げ」を行いたい場合は、下記の手順を進めて取り下げを行ってください。
取り下げ手順 3

1-4.認定申請取り下げ方法

検索を行い、先ほど入力者編集中に変更した申請の参照ボタンをクリックします。
申請取り下げボタンは、「入力者編集中」、「申請不備」、「設置者拒否」の場合、表示されます。
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「取り下げ」を行いたい場合は、下記の手順を進めて取り下げを行ってください。
取り下げ手順 4

1-4.認定申請取り下げ方法

画面最下部に出ている「申請取り下げ」ボタンをクリ
ックして、申請を取り下げてください。

登録者が設置者承諾待ちを入力者編集中に戻し
、再編集している場合には、事業者は承諾/却下が
できません。
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「取り下げ」を行いたい場合は、下記の手順を進めて取り下げを行ってください。
取り下げ手順 5

1-4.認定申請取り下げ方法

申請取り下げの最終確認の画面が表示さ
れますので、問題なければ「取り下げ」ボタ
ンをクリックしてください。
登録者様と事業者様に申請が取り下げら
れた旨のメールが送信されます。
これで取り下げの処理は完了です。



版 改訂履歴 改訂内容 備考

1.0 2017/08/15 新規作成
2.0 2018/12/13 P.2 文言修正

P.3,4,5,6,7,12,13,14,19,20,21 画面差し替え
3.0 2019/04/01 P.6,7,11,13,14,21 画面差し替え
4.0 2019/05/07 P.4,5,6,7,8,12,13,14,19,20,21,22 画面差し替え
5.0 2019/07/22 P.1,8,11,22 画面差し替え、内線番号項目追加
6.0 2020/11/02 P.17 説明文修正
7.0 2022/04/01 P.2～7,12～14,19～21 画面差し替え
8.0 2022/06/14 P.2,3 対応ブラウザ変更
9.0 2024/12/13 P.23 画面差し替え
10.0 2025/01/28 P.7,14 説明文修正

P.4,5,12,19,20 画面差し替え

改訂履歴 /認定申請再編集方法
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